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お忘れなく
軽自動車の
名義変更・廃車手続き

　軽自動車税は、毎年４月１日に原動機付自転車、軽三・四輪、小型特殊自動車（トラクターやフォークリフトなど）
および軽二輪などを所有している人に課税されます。「家族で所有者が変わった」、「他人に譲った」、「古くなって乗っ
ていない」、「所有者が亡くなった」などの場合は４月１日までに名義変更・廃車の手続きをお願いします。
　また、口座振替の名義人の変更がある場合は、振替を希望する金融機関に口座振替依頼書を提出してください。

車種別の手続場所
取扱い車種 手続場所

滋
賀
ナ
ン
バ
ー

軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会　滋賀事務所
守山市木浜町2298-3� ☎050-3816-1843

軽 二 輪（125cc超
250cc以下）および�
二輪の小型自動車
（250cc超）

近畿運輸局　滋賀運輸支局
守山市木浜町2298-5� ☎050-5540-2064

旧
町
ナ
ン
バ
ー

甲
賀
市
ナ
ン
バ
ー

原動機付自転車
（125cc以下のバイ
クなど）および小型�
特殊自動車（トラク
ターやフォークリフ
トなど）

水口庁舎市民課� ☎62-4272
土山地域市民センター� ☎66-1101
甲賀大原地域市民センター� ☎88-4101
甲南第一地域市民センター� ☎86-4161
信楽地域市民センター� ☎82-1121

平成２７年度
軽自動車税の減免申請の受付について
　次に該当する軽自動車等の軽自動車
税は、４月１日（水）～５月２５日（月）まで
に税務課および旧支所の地域市民セン
ターに申請することで減免されます。
■身体障がい者の方などが使用する軽
自動車等で条件を満たすもの
■公的機関や地縁団体等がその公益
事業のために使うもの

※申請期間を過ぎると受付できません。
※減免の可否判断は、軽自動車等の所有条
件や障がい区分、等級などによって異なり
ます。
　詳しくは税務課までお問い合わせく
ださい。

問
い
合
わ
せ

税務課　市民税係
☎６５‐０６７９／ ６３‐４５７４
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　国民健康保険の被保険者証（保険証）が、４月１日
から新しくなります。
��3 月末までに簡易書留で郵送
　新しい保険証は、３月末までに各被保険者に届くよう簡
易書留で郵送します。配達の際にご不在の場合は、留め
置き期間内（通常 10日間）に郵便局へ受け取りに行くか、
郵便局へ再配達希望日を連絡してください。
��留め置き期間後は市役所で保管
　郵便局の留め置き期間内に保険証を受け取ることがで
きなかった方は、保険年金課ヘご連絡のうえ、保険年金
課または旧支所
の地域市民セン
ターでお受け取り
ください。来庁
できない場合は、
希望により再度郵
送します。
��保険証を受け取ったら
　加入者全員の保険証があるか、名前や生年月日に誤り
がないか確認してください。
　保険証は他人に貸したり、借りたりすることはできません。
※次のようなときは、すぐ届出を
　•保険証を紛失したとき
　•保険証が汚れて使えなくなったとき
　•職場の健康保険に加入したとき
　•家族の健康保険の扶養になったとき

　健康で自立した生
活を送るためには、
運動や栄養管理な
ど、病気の予防が大
切です。
　この講演会は、健
康寿命を延ばすため
の健康づくりに必要
なお話です。高齢者だけでなく、どなたに
も参考となる内容ですので、ぜひお越しくだ
さい。

日時／３月１５日（日）
　　　１３時３０分～１５時３０分
場所／あいの土山文化ホール
講師／�東京都健康長寿医療センター研究所�

高齢者健康増進事業支援室� �
　　室長　　大

おお

渕
ぶち

　修
しゅう

一
いち

　先生
※事前の申し込みは不要ですので、直接会場にお
越しください。

健康寿命とは�
　「健康上の問題で日常生活が制限されるこ
とがない期間」のことで、男性 70.42 年・
女性 73.62 年（平成２２年・厚労省）との
統計があります。長寿社会が進展する一方、
介護を受けることなく健康で自立した生活を
送るために、健康寿命を延ばすことが重要
であると言われています。
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政
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は
公
職
選
挙
法
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禁
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さ
れ
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ま
す
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ま
た
、
有
権

者
が
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治
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贈
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め
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と
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さ
れ
て
い
ま
す
。
寄
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ル
ー
ル
を
守
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る
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を
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し
ま
し
ょ
う
。
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▪
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・
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▪
結
婚
祝
い・葬
儀
の
香
典（
秘
書
等
の
代
理
出
席
も
含
む
）

▪�

町
内
会
の
集
会
・
運
動
会
・
旅
行
な
ど
催
事
へ
の

寸
志
・
飲
食
物
の
差
入

▪
落
成
式
・
開
店
祝
な
ど
の
花
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▪
お
祭
り
へ
の
寄
附
・
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入

▪
病
気
な
ど
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舞

▪
中
元
・
歳
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・
年
賀

▪
入
学
祝
・
卒
業
祝

「健康寿命の延ばし方」
在宅医療講演会を開催

問
い
合
わ
せ

長寿福祉課　高齢者支援係
☎６５‐0696／ ６３‐4085

問
い
合
わ
せ

保険年金課　国保年金係
☎６５‐0688／ ６３‐4618

国民健康保険の
新しい保険証を発送します

【窓口で受け取る時に必要なもの】
�◦本人確認書類
�◦有効期限切れの被保険者証
�◦印鑑
�◦�委任状（同一世帯以外の方が受
け取られる場合）
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